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    一般相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

  
 令和６年４月１日から基準省令等が改正されます。 

 本資料の内容は、厚生労働省から３月１２日時点で示された案に基づいています。 

厚生労働省から３月下旬に確定版の通知が発出されますので御確認ください。 
 

【基準省令】 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の 

事業の人員及び運営に関する基準」（平成 24 年厚生労働省令第 27 号） 

【報酬告示】 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に 

 要する費用の額の算定に関する基準」（平成 24 年厚生労働省告示第 124 号）別表「地域相談 

支援給付費単位数表」 

 地域移行支援 地域定着支援 

概要 

障害者支援施設や精神科病院等に入所・ 

入院、地域における生活に移行するための

重点的な支援を必要とする障害者等の住居

の確保、その他の地域における生活に移行

するための相談等の必要な支援を行う。  

※利用者に対し概ね週に１回以上対面による 

支援 

居宅において単身等で生活する障害者の常

時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因

して生じた緊急の事態等に相談その他必要

な支援を行う。 

対象者 

①障害者支援施設、のぞみの園又は療養 

介護を行う 病院に入所している障害者 

 ※児童福祉施設に入所する 18 歳以上の者、 

障害者支援施設等に入所する 15 歳以上 

の障害者みなしの者も対象  

②精神科病院（精神科病院以外で精神病室

が設けられている病院を含む）に入院して

いる精神障害者   

※医療観察法第２条第４項の指定医療機関

も含む。 

③救護施設又は更生施設に入所している障

害者 

④刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、

少年院に収容されている障害者  

⑤更生保護施設に入所している障害者又は 

自立更生促進センター、就業支援センタ 

ー若しくは自立準備 ホームに宿泊してい 

る障害者 

①居宅において単身であるため、緊急時の 

 支援が見込めない状況にある障害者  

②居宅において家族と同居している場合で  

あって、当該家族等が障害、疾病等のた  

め、緊急時の支援が見込めない状況にあ 

 る障害者 

※障害者支援施設・病院からの退所・退院、家族

との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活

が不安定な者も含む。 

※グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者に 

ついては対象外。 

給付決定期間 ６ヶ月 １年 

設 備 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えること。 

人

員

基

準 

管理者 

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。 

ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がない時は兼務可。 

ア 当該事業所の従業者としての職務に従事する場合 

イ 他の事業所の管理者又従業者として職務に従事する時間帯も当該事業所の利用者へのサービス

提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支

障なく行うことができ、事故発生時等の緊急時の対応についてあらかじめ対応の流れを定め、必要に

応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合 

従業者 

・専従の指定地域移行支援従事者 

※業務に支障がない場合は他の職務の兼務可 

 ・指定地域移行支援従事者のうち、１人以上

は相談支援専門員であること 

・専従の指定地域定着支援従事者 

※業務に支障がない場合は他の職務の兼務可 

 ・指定地域定着支援従事者のうち、１人以上 

は相談支援専門員であること 

資料２ 
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運営基準 

【取扱方針】 

 事業者は、サービスの提供に当たっては、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思

決定支援ガイドライン」を踏まえて、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するものとする。 
 
※その他の改正箇所については、令和６年厚生労働省令第１８号を参照。 

 

 

 

 

 

基本報酬 

 

 

 

 

 

 

前年度の地域移行した利用者数等に応じて 

・地域移行支援サービス費 （Ⅰ）  

3,613 単位／月  

・地域移行支援サービス費 （Ⅱ）  

3,157 単位／月  

・地域移行支援サービス費 （Ⅲ） 

 2,422 単位／月 

 

※地域移行支援計画を作成しない場合や、利用

者との対面による支援を１月に２日以上行わない

場合には、算定しない。 

  

・体制確保費              315 単位／月

（毎月算定） 

  

・緊急時支援費（Ⅰ）        734 単位／日 

 （緊急時に、利用者又は家族等からの要請

に基づき、居宅訪問又は滞在による支援 

を行った場合） 

※地域生活支援拠点等の場合 ＋50 単位／日 

 

 ・緊急時支援費（Ⅱ）        98 単位／日 

 （緊急時に、利用者又は家族等からの要請

に基づき、深夜（午後 10 時～午前６時）にお

ける電話相談援助を行った場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加 算 

・初回加算                 500 単位/月 

（利用を開始した月に限る） 

 

・集中支援加算             500 単位/月 

（利用者との対面による支援を月 6 日以上

実施した場合） 

※退院・対処月加算が算定される月は、加算しな

い。 
  
・退院・退所月加算         2,700 単位/月  

（退院・退所月に加算。退院・退所日が月の

初日であるときは、退院・退所日が属する月

の前月） 

※精神科病院に入院後３月以上１年未満で退院

する場合 ＋500 単位／月  
 
・障害福祉サービス事業の体験利用加算 

（障害福祉ｻｰﾋﾞｽの体験的な利用支援を 

行った場合に 15 日以内に限り算定） 

   開始日～5 日目         500 単位/日 

※地域生活支援拠点等の場合 ＋50 単位／日 

   6 日目～15 日目        250 単位/日 

※地域生活支援拠点等の場合 ＋50 単位／日 

 

・体験宿泊加算 

（一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を 

行った場合に体験宿泊加算（Ⅰ）及び

（Ⅱ） を合計して 15 日以内に限り算定） 

・体験宿泊加算（Ⅰ）       300 単位/日  

※地域生活支援拠点等の場合 ＋50 単位／日 

・体験宿泊加算 （Ⅱ）     700 単位/日 

（夜間及び深夜の見守り等の支援を行った

場合） 
※地域生活支援拠点等の場合 ＋50 単位／日 

・日常生活支援情報提供加算 100 単位/回 

※月１回を限度 

（あらかじめ利用者の同意を得て、利用者が

日常生活を維持する上で必要な情報提供を

精神科病院等に対して行った場合） 
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加算（共通） 

 
・地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】   500 単位/月 

（地域生活支援拠点等に位置付けられ、情報連携等を担うコーディネーターが常勤で１以上 

 配置されている場合） 
 
・居住支援連携体制加算         35 単位/月  

（居住支援法人や居住支援協議会との連携体制を構築し、月に１回以上、情報連携を図る 

 場を設けて情報共有した場合） 
 
・地域居住支援体制強化推進加算  500 単位/月 ※月１回を限度 

（居住支援法人と共同して、住居の確保及び居住支援に係る課題を協議会等に報告した場

合） 
 

・ピアサポート体制加算         100 単位/月  

（研修を修了したピアサポーター等を配置した場合） 
 

・特別地域加算              所定単位数の 15％加算 

 （中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合） 
 
・虐待防止措置未実施減算【新設】   所定単位数の１％ 
 
・業務継続計画未策定減算【新設】   所定単位数の１％（令和７年４月１日から適用） 
 
・情報公表未報告減算【新設】      所定単位数の５％ 

 

 

 

◆令和６年４月の報酬改定に係るもの 

 【地域移行支援】 

○基本報酬の見直し  

改定前 改定後 

イ 地域移行支援サービス費（Ⅰ）  3,504 単位／月 

ロ 地域移行支援サービス費（Ⅱ）  3,062 単位／月 

ハ 地域移行支援サービス費（Ⅲ）  2,349 単位／月 

イ 地域移行支援サービス費（Ⅰ）  3,613 単位／月 

ロ 地域移行支援サービス費（Ⅱ）  3,157 単位／月 

ハ 地域移行支援サービス費（Ⅲ）  2,422 単位／月 

 

【地域定着支援】 

○基本報酬の見直し 

改定前 改定後 

体制確保費             306 単位／月 

緊急時支援費（Ⅰ）      712 単位／日 

緊急時支援費（Ⅱ）        95 単位／日 

体制確保費            315 単位／月 

緊急時支援費（Ⅰ）     734 単位／日 

緊急時支援費（Ⅱ）       98 単位／日 

 
  【地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援・障害児相談支援共通】 

○情報連携等のコーディネート機能の評価 

【新設】 地域生活支援拠点等機能強化加算 ５００単位／月 

     地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する。 

      ＊配置されたコーディネーター１人当たり、本加算の算定人数の上限を１月あたり合計 

１００回までとする。 

 

[算定用件] 

 次のいずれかに該当する場合に加算する。 

・ 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型（継続）サービス利用支援費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を 

  算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援のサービスを一体的 

  に運営し、かつ、地域生活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業所等において、情報連携 

等を担うコーディネーターを常勤で１以上配置されている場合 
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・ 計画相談支援及び障害児相談支援（機能強化型（継続）サービス利用支援費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を 

  算定する場合に限る。）と自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援に係る複数の事業者 

が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に連携して運営されており、かつ、地域生活 

支援拠点等に位置付けられた場合であって、当該事業者又はネットワーク上の関係機関（基幹相 

談支援センター等）において、情報連携等を担うコーディネーターが常勤で１以上配置されている 

場合 

 

 

○施設・事業所における障害者虐待防止の取組推進 

【新設】 虐待防止措置未実施減算  所定単位数の１％を減算 

 次の基準を満たしていない場合に、所定単位数を減算する。 

 ①虐待防止委員会を定期的（年１回以上）に開催するとともに、その結果について従業者に 

周知徹底を図ること。(虐待防止委員会における対応状況については、適切に記録の上、５年 

間保存すること。） 

 ②従業者に対し、虐待の防止のための研修（年１回以上）を定期的に実施すること。 

 ③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

○業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組の強化 

【新設】 業務継続計画未策定減算  所定単位数の１％を減算 

   以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。 

   ただし、令和７年３月 31 日までの間、減算を適用しない。 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた 

 めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること。 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

 

○情報公表未報告の事業所への対応 

【新設】 情報公表未報告減算  所定単位数の５％を減算 

   障害者総合支援法第７６条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位

数を減算する。 

 

 

【参考資料】 

厚生労働省のホームページに、次の資料が掲載されていますので、御参照ください。 

【ホーム → 政策について → 分野別の政策一覧 → 福祉・介護 → 障害福祉 → 施策情報】 

 

  ・障害者虐待防止対策（法令、通知、手引き等） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ 

shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html 

 

・感染対策指針作成の手引 

・感染対策指針ひな形  

・障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル 

・障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン 

・障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン 

・業務継続計画（ＢＣＰ）ひな形 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html  
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、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
利

用
者
に
つ
い
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
及
び
日
常
生
活
全
般
の
状
況
等
の
評
価
を
通

じ
て
利
用
者
の
希
望
す
る
生
活
や
課
題
等
の
把
握
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
二
条
に
お
い
て
「
ア
セ
ス
メ
ン

ト
」
と
い
う
。
）
を
行
い

�
�
�
��
、
利
用
者
が
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
支
援
す
る
上
で
の
適
切
な
支
援
内
容
の
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�

指
定
地
域
移
行
支
援
従
事
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、
適
切
に
意
思
決
定
の
支
援
を
行
う
た
め
、
当
該
利
用
者
の
意
思
及
び
選
好
並
び

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

に
判
断
能
力
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

４�
・
５�

（
略
）

３�
・
４�

（
略
）

６�

指
定
地
域
移
行
支
援
従
事
者
は
、
計
画
作
成
会
議
（
地
域
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
り
、
利
用
者
及
び

�
�
�
�
�
��

当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
者
支
援
施
設
等
、
精
神
科
病
院
、
救
護
施
設
等
又
は
刑
事
施
設
等
に
お
け
る
担
当
者

等
を
招
集
し
て
行
う
会
議
を
い
い
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
第
三
十
条
第
三
項
第
一
号

及
び
第
三
十
六
条
の
二
第
一
号
に
お
い
て
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
催
し
、
当
該
利
用
者
の
生
活
に
対
す
る
意
向
等

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

を
改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
地
域
移
行
支
援
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５�

指
定
地
域
移
行
支
援
従
事
者
は
、
計
画
作
成
会
議
（
地
域
移
行
支
援
計
画
の
作
成
に
当
た
り
、
当
該
利
用
者

に
係
る
障
害
者
支
援
施
設
等
、
精
神
科
病
院
、
救
護
施
設
等
又
は
刑
事
施
設
等
に
お
け
る
担
当
者
等
を
招
集
し

て
行
う
会
議
を
い
い
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
第
三
十
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
十

六
条
の
二
第
一
号
に
お
い
て
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
催
し
、
地
域
移
行
支
援
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
意
見

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７�

（
略
）

６�

（
略
）

８�

指
定
地
域
移
行
支
援
従
事
者
は
、
地
域
移
行
支
援
計
画
を
作
成
し
た
際
に
は
、
当
該
地
域
移
行
支
援
計
画
を

利
用
者
及
び
当
該
利
用
者
に
対
し
て
指
定
計
画
相
談
支
援
（
法
第
五
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

計
画
相
談
支
援
を
い
う
。
）
を
行
う
者

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７�

指
定
地
域
移
行
支
援
従
事
者
は
、
地
域
移
行
支
援
計
画
を
作
成
し
た
際
に
は
、
当
該
地
域
移
行
支
援
計
画
を

利
用
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９�

（
略
）

８�

（
略
）

�10

第
二
項
か
ら
第
八
項

�
�
�
��
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
地
域
移
行
支
援
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

９�

第
二
項
か
ら
第
七
項

�
�
�
��
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
地
域
移
行
支
援
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
指
定
地
域
定
着
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
地
域
定
着
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
四
十
一
条

指
定
地
域
定
着
支
援
の
方
針
は
、
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条

指
定
地
域
定
着
支
援
の
方
針
は
、
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四�

指
定
地
域
定
着
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

五�

（
略
）

四�

（
略
）

（
地
域
定
着
支
援
台
帳
の
作
成
等
）

（
地
域
定
着
支
援
台
帳
の
作
成
等
）

第
四
十
二
条

（
略
）

第
四
十
二
条

（
略
）

２

指
定
地
域
定
着
支
援
従
事
者
は
、
地
域
定
着
支
援
台
帳
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

重
及
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
適
切
な
方
法
に
よ
り
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
地
域
定
着
支
援
従
事
者
は
、
地
域
定
着
支
援
台
帳
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
ア
セ

ス
メ
ン
ト
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４�

指
定
地
域
定
着
支
援
従
事
者
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
が
自
ら
意
思
を
決
定
す
る
こ
と

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

に
困
難
を
抱
え
る
場
合
に
は
、
適
切
に
意
思
決
定
の
支
援
を
行
う
た
め
、
当
該
利
用
者
の
意
思
及
び
選
好
並
び

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

に
判
断
能
力
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

（
新
設
）

５�

（
略
）

４�

（
略
）

６�

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
地
域
定
着
支
援
台
帳
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５�

第
二
項
及
び
第
三
項

�
�
�
�
�
��
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
地
域
定
着
支
援
台
帳
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
新
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
設
け
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
設
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
公
表
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
選
任
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
報
告
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
報
告
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
新
障
害
者
支
援
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
設
け
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
設
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
公

表
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
十
九
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
選
任
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
選
任
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
報
告
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
報
告
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。
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